
（⼀社）⽇本ロボット⼯業会における
⾃主⾏動計画フォローアップ調査について

令和５年３⽉３⽇
（⼀社）⽇本ロボット⼯業会



２．令和４年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間︓令和４年１０⽉２１⽇〜１１⽉１８⽇
・調査企業︓（⼀社）ロボット⼯業会の会員企業 55社を対象
・回答企業︓１５社（前年度１８社）
・回答率︓２７．３％（前年度３２．７％ ）
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２．令和４年度フォローアップ調査結果（概要）

概観（改善できた点、改善の余地がある点等特筆すべき内容を記載）
✔「価格決定⽅法の適正化」は、発注側/受注側の「実施した」/「応じてくれた」がそ

れぞれ９割強／10割に⾄っている。発注側と受注側とで認識のズレがあるのが課題。
✔原価低減要請については発注側（9割強）、受注側（7割半ば）とも良好な結果が出て

いるので、受注側の割合を10割に近づけていく⽅策を考える必要がある。
✔「⽀払い条件」は、「現⾦払い」の回答が発注側で60%で、受注側では38%となって

おり、引き続き、現⾦化への取組を継続する必要がある。また、⼿形等サイトにつ
いては、60⽇を超える割合が発注側/受注側それぞれで50%／80%となっており、
サイト短縮も課題。

✔「約束⼿形の利⽤の廃⽌」は、「2026年までに利⽤を廃⽌する予定」との回答が25%
となっている。

✔「知的財産に関する適正な取引」は、適正取引実現のための取組状況について「実施
した」/「実施中」との回答は約９割となっている。

✔「働き⽅改⾰」に伴う適正なコスト負担について、「（発注先が）概ね負担した」と
の回答が発注側で80%、受注側で100％となっており、受注側と発注側との認識の
ズレについて、その原因を確認する必要がある。
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組①価格の決定⽅法

【分析結果・今後の課題】
・労務費の反映状況は、発注側・受注側ともには⼤幅に悪化している。受発注間の差は28ptと依然認識

のズレが⼤きいものの、前年度からは改善している。
・原材料価格の反映状況は、発注側は悪化、受注側は前年度同様となっている。受発注間の差は48ptと

依然認識のズレが⼤きいものの、前年度からは改善している。
・エネルギー価格の反映状況は、発注側は⼤幅に悪化、受注側は⼤幅に改善となっている。受発注間

の差は16ptと依然認識のズレが⼤きいものの、前年度からは⼤幅に改善している。
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【設問と回答】 単価の決定・改定における変動コストの反映状況（項⽬別、「概ね反映した／された」割合を集計）
-労務費 -原材料価格 -エネルギー価格

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

■ 発注側 87% 64% 53% ■ 発注側 89% 82% 73% ■ 発注側 87% 67% 53%

■ 受注側 50% 100% 25% ■ 受注側 57% 25% 25% ■ 受注側 50% 0% 38%

37pt -36pt 28pt 32pt 57pt 48pt 37pt 67pt 16pt受発注間の差 受発注間の差 受発注間の差
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※各項⽬について「単価の決定・改定の反映状況」を問う設問に対して、「概ね反映した／された」「⼀部反映した／された」「あまり反映しなかった／されなかった」「反映しなかった／されな
かった」の選択肢を設置。



３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組①合理的な価格決定

【課題を踏まえた今後のアクション】
・企業との意⾒交換会を実施し、合理的な価格決定が⾏えるよう、改善して
いく。

・価格交渉促進⽉間の取組を会員企業に広く周知するとともに、積極的な価
格交渉や価格転嫁がなされるよう、会員企業の調達担当者向けに価格交渉
の重要性を認識させる研修会を実施する等の取組を⾏い、次年度フォロー
アップ調査では数値が改善されるよう努める。

・会員企業全体の状況を把握できるよう、フォローアップ調査の回答率を⾼
める⽅策を⼯夫する。
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組②原価低減要請、協賛等

【課題を踏まえた今後のアクション】
・改善は進んでいるが、改善していない会員企業に対して、改善に向けての
情報提供などを⾏う必要がある。

・また、要請する際はあらかじめ、負担額・算出根拠・使途・提供条件を明
確にしたうえで、取引先と⼗分に協議し、書⾯による合意をすることを徹
底する。
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件

【課題を踏まえた今後のアクション】
・代⾦の現⾦払化は、発注側は⼤幅に改善、受注側は⼤幅に悪化しており、
受注側の会員企業を中⼼に、業界団体として状況の把握に努める。サイト
の短縮化も改善はしているが、サイトの短縮化（６０⽇以内）の達成に向
け、会員企業への周知徹底を図る。

・2026年までの約束⼿形の利⽤の廃⽌に向けては、代替⼿段となる現⾦払
化や電⼦的決済⼿段への移⾏がスムーズに⾏えるよう、⼿形利⽤の廃⽌予
定なしと回答した会員企業を中⼼に、全銀協のセミナーの紹介などに努め
情報提供を⾏う。
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組⑥型取引の適正化
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【分析結果・今後の課題】
・回答は発注側のみで、「概ねできた」の回答は、書⾯による取引条件の明確化は8割弱、型代⾦⼜は型製作
費の早期の⽀払いは9割強、量産終了後の型の保管費⽤の⽀払いは7割弱、不要な型の破棄費⽤の⽀払
いは8割弱となっている。

◆書⾯による取引条件の明確化 ◆型代⾦⼜は型製作費の早期の⽀払い

◆量産終了後の型の保管費⽤の⽀払い ◆不要な型の破棄費⽤の⽀払い

※グラフは、いずれも「概ね出来た」割合を集計

※各項⽬について「概ね出来た（81〜100%）」「⼀部出来た（41〜80%）」「あまり出来なかった（1〜40%）」「出来なかった（0%）」「該当なし」の選択肢を設置。
「該当なし」 を除いて再集計している。

 

発注側 受注側 発注側 受注側

令和4年度 令和4年度 令和4年度 令和4年度

概ね出来た（81～100%） 77% - 概ね出来た（81～100%） 92% -

■ 発注側 (n=13) 77% 一部出来た（41～80%） 15% - ■ 発注側 (n=13) 92% 一部出来た（41～80%） 8% -

■ 受注側 (n=0) - あまり出来なかった（1～40%） 0% - ■ 受注側 (n=0) - あまり出来なかった（1～40%） 0% -

- 出来なかった（0%） 8% - - 出来なかった（0%） 0% -受発注間の差 受発注間の差

77%

92%

  

発注側 受注側 発注側 受注側

令和4年度 令和4年度 令和4年度 令和4年度

概ね出来た（81～100%） 67% - 概ね出来た（81～100%） 78% -

■ 発注側 (n=9) 67% 一部出来た（41～80%） 22% - ■ 発注側 (n=9) 78% 一部出来た（41～80%） 11% -

■ 受注側 (n=0) - あまり出来なかった（1～40%） 0% - ■ 受注側 (n=0) - あまり出来なかった（1～40%） 11% -

- 出来なかった（0%） 11% - - 出来なかった（0%） 0% -受発注間の差受発注間の差

67%

78%

【設問と回答】





３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組④知財、⑤働き⽅改⾰、 ⑥型取引、

【課題を踏まえた今後のアクション】
・知的財産に関する適正取引実現のための取組状況については発注側、受注側とも９割が
実施済、実施中との回答である。良好な状態を維持できるよう発注側企業、受注側企
業との情報交換などの場を提供したい。
・働き⽅改⾰に関して、受注側に⽣じた影響は、発注側は「特に影響はない」が
⼤半、受注側は全ての企業。受発注間で認識のズレが⽣じており、その実態を把
握し、対策を考える必要がある。
・働き⽅改⾰の影響による発注側のコスト負担について、「発注先が概ね負担し
た」割合は発注側は悪化。「発注先が概ね負担した」割合が発注側で悪化してい
ることについて何らかの対策を考える必要がある。
・型取引の改善については、太宗の会員企業で改善は進んでいるが、改善してい
ない会員企業に対して、改善に向けての情報提供などを⾏う必要がある。
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４．パートナーシップ構築宣⾔への取組状況等

【取組状況】
・会員企業数︓55社（うち、資本⾦３億円超の⼤企業35社）
・宣⾔企業数︓23社（うち、資本⾦３億円超の⼤企業21社）
・会員企業に占める宣⾔企業の割合︓41.8％
・資本⾦３億円超の⼤企業に占める宣⾔企業の割合︓60.0％

【今後の取組】
宣⾔企業数を増加させていくために、すでに宣⾔を⾏った会員企業の担当者に

よる取組事例の紹介セミナー（ウェビナー）の開催などの取組を⾏っていく。
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５．これまでの取組（普及活動等）

・⾃主⾏動計画の改訂
ホームページで改訂版の公表（2022年9⽉21⽇）

・会員企業同⼠の意⾒交換会による課題共有と改訂版⾃主⾏動
計画の策定、適正取引の推進
令和４年度 ２回実施

・ベストプラクティス集の作成
2022年９⽉公表

・全銀協との打ち合わせ参加、会員向けにセミナーの紹介
令和４年度 各１件
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６．その他取引適正化に向けた事項について

【今後の取組】
・課題共有と適正取引の推進のため、会員企業同⼠の意⾒交換
会を、令和５年度中に２回実施予定。

・適正取引の推進のため、会員向けセミナー（ウェビナー）を
開催する。

・取引適正化に向けて、さらなる調査や取組を実施し、⾃主⾏
動計画を令和５年９⽉までに改訂する。

・回答率の向上のため、⾃主⾏動計画による取組の趣旨等につ
いて周知する。
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